
＜平成２３年６月 第２回定例会 一般質問議事録より＞ 

◆４番（山本みちよ君） 

災害時の動物救護体制についてお尋ねいたします。 

災害時に最優先されるべきは人の命であります。当然ながら防災対策もその観

点から策定されている中で、飼育動物の避難対策については難しい課題も多く

あるものと思われます。しかし、今や飼育動物、ペットの存在は少子高齢化や

核家族化が進むにつれ、人生のパートナーとなり、また家族の一員ともなって

きました。あくまでも災害時における動物の管理責任は飼い主にありますが、

災害が起きたときに自力で生きていくことのできない飼育動物の同行避難は相

当数になると考えられます。このペットの同行避難に対する具体的な対策はど

こまで進んでいるのか、立川市における飼育動物の救護体制の現状をお示しく

ださい。 

 

◎市民生活部長（筒井雄三君） 

災害時の動物救護体制でございますが、災害時のペット対策につきましては地

域防災計画に基本的な考えを示しております。東京都及び獣医師会等関係機関

と協力して、市は動物愛護の観点からペットの保護や避難所への受け入れを行

うこととしております。避難所でのペットの管理責任は飼い主にございまして、

飼料、水、ケージ、医薬品等のペットに必要な生活用品は飼い主に準備してい

ただきます。飼育場所は居住スペースとは別で、飼い主同士が協力して各避難

所運営組織が定めた飼育ルールを遵守することが重要となります。 

このたびの東日本大震災においては、日本動物福祉協会が窓口として、東京都

獣医師会多摩西支部の会員の中のボランティア病院で避難者のペットを受け入

れたと聞いております。 

市ではなるべく早目に獣医師会との協定が締結できるように協議を進めてまい

ります。 

 

 



◆４番（山本みちよ君） 

動物救護体制についてでございます。 

アメリカの災害動物救護の専門家が行った調査によりますと、ペットを飼って

いる人は飼っていない人に比べ災害時の避難がおくれるという結果が出たそう

です。家族の一員ともいうべきペットを置いて自分だけが避難できないという

のも飼い主の心情ではないでしょうか。そうした避難へのちゅうちょによる二

次被害を引き起こさないといった観点からも、ペットの同行避難体制の確立は

大変に重要と考えます。と同時に、飼い主に対する意識啓発も重要なことにな

ってまいります。さまざまな価値観の人が共同生活をするといった避難所にあ

っては、周りの方への配慮は欠かせません。まず、飼い主が正しい知識と責任

を持つことが求められます。例えば感染症を防ぐためのワクチン接種の確認や、

日ごろの健康管理、またトラブルを起こさないためのしつけ、さらには鑑札や

迷子札、個体識別を可能とするマイクロチップの装着など管理責任の明確化と

周知徹底が必要と考えますが、市の見解をお聞かせください。 

お隣の日野市では既に獣医師会と災害時の動物救護体制に関する協定を結んで

おり、多摩地区の中でも先行した取り組みをされております。昨年にはペット

との同行避難訓練も行われておりました。 

立川市におきましても、先ほどお話ありましたが、獣医師会との早い時期の協

定締結が望まれるところでございますが、このスケジュールというか目安とい

うものがありましたらお知らせください。 

 

◎市民生活部長（筒井雄三君） 

ペットの避難の件でございますが、一義的にまず、昨日も他の議員に答弁いた

しましたが、人命が大優先であるということで考えておりますので、避難の際

にその方のペットがワクチン等の接種があったかどうかというところまでには

到底至らないのかなと思っていますが、ただ、ペットを家族同様に思っていら

っしゃる方の心境も理解できます。私どもでは日野市の例によりまして、今年

度以内には獣医師会と支援についての協定を締結したいと考えてございます。 


